
 

備  考 

 

 平成２７年３月３１日現在において、土木部建設検査課に勤務を命ぜられている者で、別に辞令

を発せられないものは、同年４月１日付けで、現に有する職名をもって、土木部技術管理課に勤務

を命ぜられたものとする。 

 


